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平成29年度高等学校等就学支援金に係る実績報告について（通知） 

このことについて、私立高等学校等就学支援金交付要綱第10条において、「設置者は、交付の対象で

ある就学支援金の受領が完了したときは、その日（第８条の規定による廃止の承認を受けた場合にあ

っては、当該承認の日）から30日を経過した日又は当該年度の３月31日のいずれか早い日までに、様

式第６号による実績報告書その他の書類（次条において報告書等という。）を知事に提出しなければな

らない。」こととしております。 

つきましては、下記事項に留意のうえ高等学校等就学支援金に係る実績報告書を作成し、当職宛て

提出してください。 

記 

１ 提出書類 

(1) 平成29年度高等学校等就学支援金に係る実績報告書（様式第６号） 

(2) 平成29年度高等学校等就学支援金実績報告書額内訳（様式40）※旧制度 

(3) 平成29年度高等学校等就学支援金実績報告書額内訳（様式44）※新制度 

２ 提出電子データ 

高等学校等就学支援金実績報告ＣＳＶファイル 

３ 留意事項 

(1) 提出書類のうち、新制度については、平成29年度高等学校等就学支援金実績報告書額内訳は、

「事務処理支援システム」に入力を行うことにより自動作成されます。 

  ☞ 新制度 事務処理システム操作説明書（支給編）学校用 

・ 実績報告  31ページから 

 (2) 提出データの新制度ＣＳＶファイルは、「事務処理支援システム」に入力を行うことにより、

システム内のフォルダに自動作成されます。 

☞ 新制度 事務処理システム操作説明書（支給編）学校用 

・ 実績報告  37ページ 
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